
Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

国立研究開発法人情報通信研究機構（法人番号7012405000492）の役職員の報酬・給与等について（令和7年度）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

情報通信研究機構は、通信総合研究所（国立研究所）と通信・放送機構（認可法
人）が統合して発足した法人で、情報通信分野を専門とする公的研究機関として、最
先端の研究開発の実施及びその成果の社会への還元、情報通信に関する産業の
振興等を業務としている。

役員報酬の支給水準を検討するに当たっては、「独立行政法人整理合理化計画」
（平成19年12月24日閣議決定）に基づく、各府省の事務次官の給与の範囲内とされ
たい旨の主務大臣からの要請にも鑑み、法人の長の報酬（給与）の月額にあっては、
事務次官の俸給である給与法指定職俸給表８号俸の範囲内、その他の役員にあっ
ては、法人の長を補佐し、組織の業務を掌理するという点から、職務の困難及び責
任に類似性があると考えられる外局の次長級である指定職俸給表３号俸の範囲内と
し、職務の責任や就任前の社会的地位等を考慮して個別に定めることとしているもの
である。また、年間報酬額について、以下を参考とした。
① 事務次官年間報酬等の総額 25,239千円（「本年の給与勧告のポイントと給与勧
告の仕組み」（令和7年8月、人事院）に示されたモデル給与例）
② 外局の次長級年間報酬等の総額 17,７57千円（令和7年度俸給月額を基に独
自に試算）

特別手当の額について理事長が各役員の業績に応じ、増額又は減額を決定している。

役員報酬基準は、月額及び特別手当から構成されている。月額につ
いては、情報通信研究機構役員報酬規程に則り、本給（1,224,000円以
内）に特別調整手当（本給の15%）、通勤手当（支給要件に該当する場
合）を加算して支給している。特別手当（賞与）についても、情報通信研
究機構役員報酬規程に則り、本給、特別調整手当の月額、本給に100
分の25を乗じて得た額並びに本給及び特別調整手当の月額に100分
の20を乗じて得た額の合計額に業務の実績を勘案し、理事長が個別に
定める割合を乗じて得た額を基準として基準日（６月１日及び12月１日）
以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。なお、令和7年度では、人事院勧告に基づく給与
法の指定職本給表に準じ、本給の改定を行うとともに、特別手当の支
給率の引上げ（年間0.05月分）を実施した。



理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

役員報酬基準は、月額及び特別手当から構成されている。月額に
ついては、情報通信研究機構役員報酬規程に則り、本給（852,000
円以内）に特別調整手当（本給の15%）、通勤手当（支給要件に該当
する場合）を加算して支給している。特別手当（賞与）についても、情
報通信研究機構役員報酬規程に則り、本給、特別調整手当の月額、
本給に100分の25を乗じて得た額並びに本給及び特別調整手当の
月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に業務の実績を勘案し、
理事長が個別に定める割合を乗じて得た額を基準として基準日（６
月１日及び12月１日）以前６か月以内の期間におけるその者の在職
期間に応じた割合を乗じて得た額としている。なお、令和7年度では、
人事院勧告に基づく給与法の指定職本給表に準じ、本給の改定を
行うとともに、特別手当の支給率の引上げ（年間0.05月分）を実施し
た。

該当なし

役員報酬基準は、月額及び特別手当から構成されている。月額に
ついては、情報通信研究機構役員報酬規程に則り、本給（852,000
円以内）に特別調整手当（本給の15%）、通勤手当（支給要件に該当
する場合）を加算して支給している。特別手当（賞与）についても、情
報通信研究機構役員報酬規程に則り、本給、特別調整手当の月額、
本給に100分の25を乗じて得た額並びに本給及び特別調整手当の
月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に業務の実績を勘案し、
理事長が個別に定める割合を乗じて得た額を基準として基準日（６
月１日及び12月１日）以前６か月以内の期間におけるその者の在職
期間に応じた割合を乗じて得た額としている。なお、令和7年度では、
人事院勧告に基づく給与法の指定職本給表に準じ、本給の改定を
行うとともに、特別手当の支給率の引上げ（年間0.05月分）を実施し
た。

役員報酬基準は、情報通信研究機構役員報酬規程に則り、日額
35,700円以内を支給することとしている。ただし、その者の業務の実績
に応じ理事長が特に認める場合は、これを超えて定めることができるこ
ととしている。

なお、令和７年度では、人事院勧告に基づき給与法の非常勤である
委員、顧問、参与等の給与額に準じ、日額の上限額の改定を行った。



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

22,614 13,836 6,700
2,075

3
（特別調整手当）
（テレワーク手当）

令和8年3月31日

千円 千円 千円 千円

15,466 9,528 4,497
1,429

11 （特別調整手当）
（テレワーク手当）

令和8年3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

15,720 9,528 4,614
1,422

151
5

（特別調整手当）
（通勤手当）

（テレワーク手当）

令和7年4月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

7 0 0 5
2

（通勤手当）
（テレワーク手当）

令和7年3月31日

千円 千円 千円 千円

16,755 10,224 4,951
1,534

45
1

（特別調整手当）
（通勤手当）

（テレワーク手当）

※

千円 千円 千円 千円

16,676 10,224 4,819

1,534
98
1

（特別調整手当）
（通勤手当）

（テレワーク手当）
令和8年3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

15,050 10,224 3,075

1,534
214

3

（特別調整手当）
（通勤手当）

（テレワーク手当）

令和7年4月1日

千円 千円 千円 千円

32 0 0 31
1

（通勤手当）
（テレワーク手当）

令和7年3月31日

千円 千円 千円 千円

15,406 9,528 4,374
1,429

38
36

（特別調整手当）
（通勤手当）

（テレワーク手当）

◇

千円 千円 千円 千円

8,521 8,521
（　　　　）

注1：「特別調整手当」は、東京都小金井市に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注3：端数処理の関係で、総額が内訳の合計と一致しない場合がある。

Ｇ理事

Ｅ理事

前職

Ｄ理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

Ｆ理事

Ｃ理事

B理事

Ａ監事

Ｂ監事
（非常勤）



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

情報通信研究機構は、情報通信分野を専門とする公的研究機関
として、最先端の研究開発の実施及びその成果の社会への還元、
情報通信に関する産業の振興等、多岐にわたる業務を実施しつつ、
情報通信分野の研究開発における産学官連携の中核的拠点として
の役割を果たしているほか、海外機関との連携も進めている。

このような組織にあって、法人の長である理事長には、極めて高い
マネジメント能力やリーダーシップ、優れた研究実績を有することが
求められることから、当機構の理事長には、優れた研究者であって、
大学や研究機関等で長を経験した組織経営の実績を有する者が就
任しており、このような人材を登用するためには、他の国立研究開発
法人や国立大学法人の長と同等以上の処遇をする必要がある。

報酬額の設定の考え方はⅠ-１-①で述べたとおり、事務次官の報
酬を参考としつつ給与法の指定職俸給表の範囲内で職務の責任や
就任前の社会的地位等を考慮して個別に定めることとしているもの
であるが、研究開発対象に比較的類似性がある国立研究開発法人
（4法人）の長の平均報酬（令和6年度の公表値に基づく算定：
22,360千円。通勤手当除く）との比較考慮も行っているほか、従業員
数が同等規模である民間企業の役員の水準（36,138千円。令和5年
民間企業における役員報酬（給与）調査資料（人事院））を逸脱する
ものでもなく、報酬水準は妥当なものであると考えている。

情報通信分野を専門として、世界最先端の研究開発を実施する
情報通信研究機構において、理事長を補佐し、組織の業務を掌理
する立場である理事には、情報通信研究分野に関する高度な知見
を有し、十分な実績のある研究者、組織の管理運営等に関する高
度の知識経験を有する者をもって充てる必要があり、それにふさわ
しい処遇が必要である。

報酬額の設定の考え方はⅠ-１-①で述べたとおり、外局の次長級
である給与法の指定職俸給表３号俸の範囲内で職務の責任や就任
前の社会的地位等を考慮して個別に定めることとしているものであ
るが、研究開発対象に比較的類似性がある国立研究開発法人(4法
人）の理事の平均報酬（令和6年度の公表値に基づく算定：16,322
千円。通勤手当除く）との比較考慮も行っており、報酬水準は妥当
なものであると考えている。

該当なし

監事は、主務大臣から任命された独立の機関として、情報通信研
究機構の多岐にわたる業務を監査し、組織の健全な業務運営を確
保し、社会的信頼に応える良質な機構の統治体制の確立に資する
責務を負うものである。

その業務内容を踏まえれば、機構の実施業務に関するもののほか、
企業統治や法令に関する十分な知識を有する者が充てられることと
なることを踏まえ、報酬額の設定にあっては、理事に準じたものとし、
外局の次長級である給与法の指定職俸給表３号俸の範囲内で職務
の責任や就任前の社会的地位等を考慮して個別に定めることとして
いるものである。研究開発対象に比較的類似性がある国立研究開
発法人(4法人）の監事の平均報酬（令和6年度の公表値に基づく算
定：15,172千円。通勤手当除く）との比較考慮も行っており、報酬水
準は妥当なものであると考えている。



　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

8,118 6 0 令和7年3月31日 1.3

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事
（非常勤）

監事

法人の長

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘
　　案率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

法人での在職期間

監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし

役員退職手当規程及び業績勘案率1.3に基づき退職手当の支給額を決定。業績勘案率は、6年の在任期間における法人の業績実績を踏ま

え総務大臣が決定。

法人の長

理事

監事 該当者なし

理事

役員の業務の実績に応じ、理事長が各役員の特別手当（賞与）の額を増減できる仕組みと
なっているが、いわゆる業績給は未導入である。今後、検討に向け、制度の研究を行う等して
まいりたい。

国家公務員との比較に加え、研究開発対象に比較的類似性があ
る国立研究開発法人や同規模の民間事業者の報酬水準との比較
を行うなど、法人の報酬水準はおおむね適正であると考えられる。
今後も引き続き、国立研究開発法人という特性を踏まえ、必要な人
材の確保に向け、適正な報酬水準の維持に努めていただきたい。

非常勤の役員の報酬については、一般職給与法の非常勤である
委員、顧問参与等の給与額に準じた日額としており、勤務形態や職
務の責任の度合いの類似性が認められると考えられ、その報酬水
準は妥当なものであると考えている。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

職員給与の支給水準の設定に当たっては、当機構が国の機関を前身として設立された
法人であること、法人の予算の大半が財政支出によっていることを踏まえ、国家公務員の
給与体系に準拠した制度とし、事務・技術職員については、国家公務員の行政職俸給表
（一）に、研究職員については、研究職俸給表に準拠した給与表を適用している。また、例
年の給与改定についても、国家公務員に準拠した給与制度の維持のため、人事院勧告
に基づく給与法の改定に準じた給与改定を実施してきている。

個人業績評価を実施し、その結果を勤勉手当、昇格及び昇給に反映している。
・勤勉手当（年２回）：支出総額の設定は国と同様であるが、上位査定の区分を国より

増やして３段階とし、よりきめ細かく評価結果を反映できるように
している。

・昇格（年１回） ：昇格させようとする日の属する事業年度の前年度及び前々年
度の能力評価及び業績評価を考慮して、上位級への昇格を
決定している。

・昇給（年１回） ：業績評価及び能力評価を活用した昇給区分の決定（査定昇
給）を実施している。

情報通信研究機構パーマネント職員給与規程に則り、本給及び諸手当（職責手当、

扶養手当、地域手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、テレワーク手当、単身

赴任手当、資格手当、研究員特別手当、上級職手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、

深夜労働手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、在勤手当、裁量労働調整額、報奨

金及び一時金）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対

する地域手当又は研究員調整手当の月額の合計額に、本給及びこれに対する地域手

当又は研究員調整手当の月額の合計額に職員の職務の級等に応じて定める割合を乗

じて得た額（管理監督者のうち細則に定める者にあっては、その額に、本給に細則に定

める割合を乗じて得た額を加算した額）を加算した額）に、100分の126.25（特定幹部職

員にあっては100分の106.25を乗じ、さらに、基準日以前６か月以内の期間におけるそ

の者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本給及びこれに対する地域手当又は研究員

調整手当の月額の合計額に、本給及びこれに対する地域手当又は研究員調整手当の

月額の合計額に職員の職務の級等に応じて定める割合を乗じて得た額（管理監督者の

うち細則に定める者にあっては、その額に、本給に細則に定める割合を乗じて得た額を

加算した額）を加算した額）に、職員の勤務期間及び勤務成績の区分に応じて定める

割合を乗じて得た額としている。

民間給与との格差是正に係る人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、本

給表の改定（平均改定率：全体3.3％の引上げ）、期末手当と勤勉手当の支給割合の改

定（それぞれ年0.025月分相当の引上げ）及び自動車等使用者に対する通勤手当につ

いて、通勤の距離区分に応じ、200円から7,100円までの幅で引上げを実施した。

また、令和6年度の人事院勧告に基づく国家公務員の「給与制度のアップデート」におい

て、令和7年度に措置する事項（地域手当の級地及び支給割合の段階的見直し、扶養

手当の段階的見直し、通勤手当の引上げ・支給要件の拡大）について、国に準じた措置

を実施した。



２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

487 46.3 9,290 6,877 97 2,413
人 歳 千円 千円 千円 千円

184 50.6 7,360 5,355 113 2,005
人 歳 千円 千円 千円 千円

230 48.4 10,957 8,147 90 2,810
人 歳 千円 千円 千円 千円

65 54.1 9,377 6,915 74 2,462
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 54.1 5,052 5,052 92 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 48.9 15,271 12,818 2 2,453

人 歳 千円 千円 千円 千円

574 53.9 6,360 6,360 113 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

255 57.4 5,231 5,231 106 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

113 44.2 7,689 7,689 92 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

206 54.8 7,028 7,028 133 0

注１：常勤職員については、在外職員を除く。

注2：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注3：「通勤手当等」は、通勤手当とテレワーク手当の合算
注4：任期付職員及び再任用職員は該当者がいないため、記載欄を削除している。

研究技術職

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：487人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

非常勤職員

研究職種

研究技術職

事務・技術

在外職員

区分

常勤職員

うち賞与平均年齢

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：644人

無期一般職

事務・技術

研究職種

うち所定内



③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／〔在外職員,無期一般職及び研究技術職を除く。以
下、⑤まで同じ。〕

注２：研究職員の24歳～27歳の区分は該当者が1人のため、個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　給与額を表示していない
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

7 56.8 12,610 14,652 ～11,309

12 54.3 10,542 12,274 ～9,866

6 50.8 10,050 10,357 ～9,592

39 51.4 8,100 9,621 ～5,862

5 49.3 8,744 12,894 ～6,877

1 - - - -

42 48.2 6,658 8,440 ～5,475

54 43.3 5,938 7,198 ～4,777

18 27.4 5,019 6,245 ～4,576

（研究職員）

平均
人 歳 千円

45 55.5 13,788 24,739 ～8,678

43 52.5 12,169 21,565 ～9,477

7 57.1 10,805 11,712 ～9,803

9 46.4 9,905 11,159 ～8,946

34 52.0 10,205 15,083 ～6,157

13 52.6 9,931 11,331 ～7,635

主任研究員 78 45.9 9,080 13,558 ～7,217

1 － － － －

千円

部長

課長

シニアマネージャー

グループリーダー/マネージャー

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

注１：該当者が1名のため、人員数以外記載していない。
注2：部長、課長、課長補佐、係長、主任及び係員のほか、職務の特性を勘案し、法人の代表的職位としてシニアマネージャー、グループリーダー／マ
ネージャー、同（地方）をそれぞれ掲げた。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

グループリーダー/マネージャー（地方）

課長補佐【注1】

係長

主任

係員

グループリーダー/研究マネージャー

グループリーダー/研究マネージャー（地方）

研究員【注１】

注１：該当者が1名のため、人員数以外記載していない。
注2：研究部長、研究課長及び主任研究員のほか、職務の特性等を勘案し、法人の代表的職種として、地方センター長／副室長（本部／地方）、プラン
ニングマネージャー、グループリーダー／研究マネージャー、同（地方）をそれぞれ掲げた。

千円

研究部長

研究課長

地方センター長/副室長（本部/地方）

プランニングマネージャー



⑤

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

51.7 51.3 51.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.3 48.7 48.5

％ ％ ％

         最高～最低 56.4～43.2 56.3～43.3 56.4～43.2

％ ％ ％

53.7 53.9 53.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.3 46.1 46.2

％ ％ ％

         最高～最低 55.8～42.2 55.7～42.3 55.7～42.3

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

49.8 48.4 49.1

％ ％ ％
査定支給分（勤勉相当）
（平均） 50.2 51.6 50.9

％ ％ ％

         最高～最低 56.4～42.7 59.2～42.8 56.7～42.7

％ ％ ％

54.6 54.5 54.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.4 45.5 45.4

％ ％ ％

         最高～最低 51.0～42.2 51.0～42.4 49.6～42.3

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

（事務・技術職員）

管理
職員

一般
職員

（研究職員）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

区分

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 95.5

・年齢・地域勘案　　　　　　　　 96.5

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 94.9

・年齢・地域・学歴勘案　　　　 96.4

注：令和７年４月に国家公務員の地域手当制度が見直され級地区分数及び級地（支給割合）が改正されたところ、各指
数に関して、国家公務員の給与の額については経過措置終了後の地域手当の支給割合による推計値を用いており、地
域勘案（年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案）に用いる国家公務員の地域手当の級地区分も同様に経過措置終
了後のものによっている。

内容

該当なし

（法人の検証結果）
　国立研究機関から法人化した機関であり、大部分が国からの財政支出となっていること
に鑑み、従来から給与制度は国家公務員に概ね準拠したものとしており、令和7年度にお
いても人事院勧告に基づき、国の給与改定に準じた措置を講じている。
　なお、累積欠損額の多くは、基盤技術研究円滑化法に基づく民間基盤技術研
究促進制度によるものであり、当該制度は、政府出資金を民間企業へ委託費とし
て支出し、委託先での事業化に伴う売上納付がなされるまでの間は欠損金として
計上される仕組みとなっていることによるものである。

項目

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

（主務大臣の検証結果）
当該法人の給与水準は国に準じており、指数は100を下回っている。法人では国家公務員
に準拠した給与制度によって人件費の適正管理を行っていくこととしており、引き続きその
推移を注視していく。

国家公務員の給与水準を考慮しつつ引き続き適正な給与水準を維持する。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 97.7%】
　（国からの財政支出額 159,469,468千円、支出予算の総額 163,304,360千円：令和7年
度収入予算）
【累積欠損額 56,034,109,876円（令和6年度決算）】
【管理職の割合16.9%】
　（常勤事務・技術職員 278名中47名（令和8年4月1日現在））
【大卒以上の高学歴者の割合 79.1%】
　（常勤事務・技術職員 278名中220名（令和8年4月1日現在））
【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合 3.4％】
　（支出総額 163,304,360千円、給与・報酬等支給総額 5,612,591千円（令和7年度））

講ずる措置



研究職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 106.6

・年齢・地域勘案　　　　　　　　 105.7

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 106.4

・年齢・地域・学歴勘案　　　　 105.8

注：令和７年４月に国家公務員の地域手当制度が見直され級地区分数及び級地（支給割合）が改正されたところ、各指
数に関して、国家公務員の給与の額については経過措置終了後の地域手当の支給割合による推計値を用いており、地
域勘案（年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案）に用いる国家公務員の地域手当の級地区分も同様に経過措置終
了後のものによっている。

講ずる措置
国家公務員の給与水準も考慮しつつ、高い研究能力を有する研究者の確保の観点から
適正な給与水準について、さらに検討を行う。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　国際競争の熾烈な情報通信分野において高いレベルで研究開発を推進し成果を生み
出すためには、高い研究能力を有する人材の確保が必要である。民間企業等からの情報
通信の研究開発分野にかかる人材の引き抜き圧力増大等があるなか、当機構では「国の
重要な政策目標達成のために必要な研究開発課題」を指定し、当該課題の目標達成に不
可欠な能力を有する者に対し支給する独自の手当として研究員特別手当を設けているこ
とによる。（令和7年度の指数算出対象の研究職員213名のうち研究員特別手当の支給対
象者は32名）

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 97.7%】
　（国からの財政支出額 159,469,468千円、支出予算の総額 163,304,360千円：令和7年
度収入予算）
【累積欠損額 56,034,109,876円（令和6年度決算）】
【管理職の割合　40.9%】
　（常勤研究職員 269名中110名（令和8年4月1日現在））
【大卒以上の高学歴者の割合 99.6%】
　（常勤研究職員 269名中268名（令和8年4月1日現在））
【支出総額に占める給与・報酬等支出総額の割合 3.4％】
　（支出総額 163,304,360千円、給与・報酬等支給総額 5,612,591千円（令和7年度））

（法人の検証結果）
　国立研究機関から法人化した機関であり、大部分が国からの財政支出となっていること
に鑑み、従来から給与制度は国家公務員に概ね準拠したものとしており、令和7年度にお
いても人事院勧告に基づき、国の給与改定に準じた措置を講じている。
　なお、累積欠損額の多くは、基盤技術研究円滑化法に基づく民間基盤技術研究促進制
度によるものであり、当該制度は、政府出資金を民間企業へ委託費として支出し、委託先
での事業化に伴う売上納付がなされるまでの間は欠損金として計上される仕組みとなって
いることによるものである。

（主務大臣の検証結果）
　当該法人の給与水準はおおむね国に準じており、指数についても「国の重要な政策目
標達成のために必要な研究開発課題」を遂行するための上乗せとして必要な範囲内であ
る。最先端の研究を行い、国際競争に勝つため高いレベルで研究開発を推進し成果を生
み出すためには、高い研究能力を有する研究者の確保が必要であり、引き続き、高度な業
務に対応できる専門的知識を有した有能な人材確保の必要性を踏まえつつ、給与水準の
適正性につき注視していく。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況



４　モデル給与
 ○　22歳（本部大卒初任給）
　　月額　266,800円　年間給与　4,461,540円
 ○　35歳（本部主任）
　　月額　348,335円　年間給与　5,894,911円
 ○　50歳（本部グループリーダー）
　　月額　494,040円　年間給与　8,309,290円
 ※扶養親族がいる場合には扶養手当（配偶者3,000円、子一人につき11,500円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円

3,945,395 4,256,308 4,935,489 5,431,034 5,612,591
(A)

千円 千円 千円 千円 千円

541,686 450,132 107,114 570,061 118,880
(Ｂ)

千円 千円 千円 千円 千円

5,799,557 5,785,249 5,951,914 6,349,662 7,163,606
(Ｃ)

千円 千円 千円 千円 千円

1,279,964 1,299,819 1,354,422 1,447,345 1,692,048
(D)

千円 千円 千円 千円 千円

11,566,602 11,791,508 12,348,939 13,798,102 14,587,125
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他
特になし

最広義人件費

注：財務諸表の附属明細書の人件費は、受託経費に係る人件費を完成基準にて計上しているため、本表の給与、報酬
等支給総額等の数字とは一致しない。

給与、報酬等支給総額

区　　分

福利厚生費

非常勤役職員等給与

退職手当支給額

職員の勤務成績は、勤勉手当、昇格及び昇給に反映される仕組みとしているが、
いわゆる業績給は未導入である。今後、検討に向け、制度の研究を行う等してまいり
たい。

国に準拠する形で令和５年度から定年年齢を２年に１歳ずつ段階的引き上げ、令和

１３年度以降は６５歳が定年となる。

また、国に準拠した管理監督職勤務上限年齢制を導入するとともに、職員の本給

月額については、原則として60歳に達した日後の最初の4月1日以後、その者の受

ける本給月額に7割を乗じて得た額（ただし、管理監督職勤務上限年齢制により降

任等をした職員の本給月額は降任等の前の本給月額の7割水準。）としている。

対前年度比増減要因について

① 給与、報酬等支給総額（前年度比181,557千円(3,34％)の増）

常勤職員数の増加及び人事院勧告に基づく本給及び期末・勤勉手当の支給割合の改定（増改定）をし

たことに伴う給与の増加が主な要因

② 退職手当支給額（前年度比451,181千円（79.15％）の減）

令和5年度からの定年延長に伴い、令和７年度は定年年齢が62歳に引き上げられたため、 定年を事由

とする退職手当の支給がなかったため。

③ 非常勤役職員等給与（前年比813,944千円（12.82％の増）

非常勤職員数の増加及び常勤職員に準じた給与の増額改定を実施したことが主な要因

④ 福利厚生費（前年度比244,703千円（16.91%）の増）

常勤職員及び非常勤職員の給与支給総額の増加に伴う福利厚生費（社会保険 料等）の増加が主な要

因
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